
 

 

議案第２１号 
   大網白里市社会教育委員に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 
 大網白里市社会教育委員に関する条例の一部を改正する条例を次のように制

定する。 
  令和８年２月２０日提出 

大網白里市長  金 坂  昌 典   
 
   大網白里市社会教育委員に関する条例の一部を改正する条例 
 大網白里市社会教育委員に関する条例（昭和４５年条例第１８号）の一部を

次のように改正する。 
 第１条中「昭和２４年法律第２０７号」の次に「。以下「法」という。」を加

え、「規定に基づき」を「規定により」に改める。 
 第３条第２項中「１２人以内」を「１６人以内」に改める。 
 第６条を次のように改める。 
 （職務） 
第６条 委員は、法第１７条に規定する社会教育に関する事項のほか、大網白

里市立公民館の運営に関する事項、大網白里市立図書室の運営に関する事項

その他の社会教育に関連する事項について審議を行うものとする。 
   附 則 
 （施行期日） 
１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
 （委員の任期の特例） 
２ この条例の施行後最初に委嘱される委員の任期は、改正後の大網白里市社

会教育委員に関する条例第４条の規定にかかわらず令和９年３月３１日まで

とする。 
 （大網白里市公民館設置及び管理等に関する条例の一部改正） 
３ 大網白里市公民館設置及び管理等に関する条例（昭和４５年条例第１７号）

の一部を次のように改正する。 
  第８条を削り、第９条を第８条とする。 



 

 

 （大網白里市図書室設置管理条例の一部改正） 
４ 大網白里市図書室設置管理条例（昭和６２年条例第１１号）の一部を次の

ように改正する。 
  第３条を削り、第４条を第３条とし、第５条を第４条とする。 
（特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改

正） 
５ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１

年条例第２５号）の一部を次のように改正する。 
  別表第１中公民館運営審議会委員及び図書室協議会委員の項を削る。 
 


